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　2025 年４月の本コラムで育児・介護休業法の改正についてお伝えしました。今回の
法改正は段階的に施行されることになっており、2025年１０月１日からまた新たに園で
対応しなければならない事項があります。今回はこの内容についてお知らせします。

　一つ目は、事業者が、３歳以上の未就学児を養育している労働者に関して、柔軟な
働き方を実現するための措置を講じてそれを選択して利用できるようにすることです。
　ここでの柔軟な働き方を実現するための措置とは、

① 始業時刻等の変更　　② 月に１０日以上のテレワーク等の実施　　③ 保育施設の設置運営等
④ 年に１０日以上の養育両立支援休暇の付与 ⑤ 短時間勤務制度の導入

　の５つです。事業主はこの５つの措置のうち２つ以上を選択したうえで、労働者に対し、
選択された措置のうち１つを利用できるようにさせなければならないとされています。
　保育業務はテレワークと相容れない業務ですから、②は選択できません。自園に職員のための特別な枠を作るわけ
にもいきませんから、③も難しいでしょう。１０日間さらに休ませることも人手不足の折には厳しいでしょうから、
よほど余裕がない限り④の措置も取りづらいはずです。したがって、園でこの制度に現実的に対応するためには、
上記のうち①と⑤を選んで、どちらかを職員に選択させる形にならざるを得ないと考えます。
　この制度導入にあたっては、就業規則の改正も必要となりますので、急ぎ対応するようにしてください。
また、選択した上記の措置については、対象となる職員への周知と意向確認も当然必要です。

　二つ目は、事業者による労働者の仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮です。
　妊娠・出産の申し出がなされた時と、子が３歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関して、

 (1) 勤務時間帯   (2) 勤務地  (3) 両立支援制度の利用期間   (4) 仕事と育児の両立に資する就業の条件

   の４つの事項について、事業主が意向を聴取しなければならないとされました。当たり前のことですが、聴取
した意向については、状況に応じて配慮しなければならないとされています。

　この分野では次々と制度が変更されていきますので、引き続き注意が必要です。わからないことがあれば
社会保険労務士や当事務所にお問い合わせください。
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